
【称号を贈る条件】

【選定】

【顕彰】

【名誉県民の方々】 （平成21年3月4日現在・敬称略）

氏　　　　名
名誉県民選定日

年齢（選定時）

出身地

住所（選定時）
生年月日 職業（選定時），略歴等

よこやま たいかん 昭和29年3月1日 水戸市 明治元年9月18日 日本画家　（本名：横山秀麿）

　昭和12年　文化勲章受章

85歳 静岡県 　昭和33年2月26日逝去

い た や は ざ ん 昭和29年3月1日 真壁郡下館町 明治5年3月3日 陶芸家　（本名：板谷嘉七）

　昭和28年　文化勲章受章

81歳 東京都 　昭和38年10月10日逝去

も り た し げ る 平成5年12月20日 真壁郡下館町 明治40年3月30日 洋画家

　平成5年　文化勲章受章

86歳 東京都 　平成21年3月2日逝去

え さ き れ お な 平成20年12月3日 大阪府 大正14年3月12日 （財）茨城県科学技術振興財団理事長

　昭和48年　ノーベル物理学賞受賞

83歳 つくば市 　昭和49年　文化勲章受章

こ ば や し ま こ と 平成20年12月3日 愛知県 昭和19年4月7日 （独）日本学術振興会理事

　平成20年　文化勲章受章

64歳 つくば市 　平成20年　ノーベル物理学賞受賞

◆茨城県名誉県民について
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横 山 大 観

森 田 茂

板 谷 波 山

茨城県では，茨城県名誉県民条例（昭和28年茨城県条例第51号）に基づき，社会の進
歩に著しい功績があり，県民が郷土の誇りとしてひとしく尊敬するにふさわしい方に対し，名誉
県民の称号を贈り顕彰しています。

名誉県民の称号は，県内に10年以上居住している若しくは居住していた方又は本県出身
の方で，産業の振興，社会福祉の増進又は学術，技芸の進展に多大な貢献をされた方に贈
られます。

　名誉県民は，知事が県議会の同意を得て選定します。

　名誉県民に選定された方には，茨城県名誉県民称号記及び名誉県民章が贈られます。


